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介護作業者の腰痛予防対策のチェックリストについて 

 

 

 職場における腰痛予防対策については、平成６年９月６日付け基発第 547 号

「職場における腰痛予防対策について」により、当該業務従事者に対する腰痛

予防対策を示し、その指導に努めてきたところである。 

今般、介護作業者の腰痛予防対策の推進を図るため、中央労働災害防止協会

への委託事業により「介護作業者の腰痛予防対策のチェックリスト」を作成し

たところであるので、各局においては、関係事業者に対する指導等において活

用されたい。 

 なお、関係業界団体等に対しては、別添により要請等を行っているので、了

知されたい。 

おって、腰痛予防対策のチェックリストについては、印刷が出来次第、別途

送付予定であるので、併せて了知されたい。 

 

 

 



（別添） 
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介護作業者の腰痛予防対策のチェックリストについて 

 

  日頃より、労働衛生行政の推進にご協力いただき感謝申し上げます。 

 さて、腰痛は業務上疾病発生件数の約６割を占めるとともに、近年増加する

傾向にあり、また、介護サービス職場を含む保健衛生業において大半が発生し

ているなど、介護作業者などの腰痛予防対策の充実は重要な課題となっていま

す。 

 これらを踏まえて、厚生労働省においては、介護作業者の腰痛予防対策の一

層の充実を図るため、中央労働災害防止協会への委託事業により「介護作業者

の腰痛予防対策のチェックリスト」作成したところです。 

 貴団体におかれましても、本チェックリストを活用した腰痛予防対策の推進

について、ご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、腰痛予防対策のチェックリストについては、印刷が出来次第、別途送

付させていただきます。 

 



 
 

 

★チェックをする前に必ずお読みください。 

〔目 的〕  
この「介護作業者の腰痛対策チェックリスト」（以下「チェックリスト」という。）は、

「危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）」の手法を踏まえて、介護作業におい

て腰痛を発生させる直接的又は間接的なリスクを見つけ出し、リスク低減対策のための優

先度を決定、対策を講じ、介護作業者の腰痛を予防することを目的としています。  
〔対象・チェックリストの活用〕  

チェックリストの記入者は、介護作業に従事する方です。自分自身の作業内容や作業環

境をチェックすることで、腰痛を引き起こすリスクを明確にすることができます。  
チェックリストを職場全体で実施することにより、他の作業者が感じたリスクについて

も情報が得られ、リスクに対する共通の認識を持つこともできます。  
また、事業者はチェックリストの結果を踏まえ、優先順位を決めるとともに、リスク低

減のための対策を講じることが必要です。  
さらにリスク低減対策を検討するための参考として対策例を掲載しています。  

〔内容・使用手順〕  
 チェックリストは、「リスクの見積り」と「チェックリスト」の本体から成ります。  
 「チェックリスト」の本体への記入は、「リスクの見積り」に記載された評価の基準を目

安にします。「チェックリスト本体のリスクの見積り」欄の該当する評価に○印をつけ、そ

れぞれの介護作業の「リスク」を決定します。「リスクの見積り」は、評価の例として掲載

しています。  
【チェックリストの本体への記入】  

１．該当する介護サービスの□にチェック（レ）を入れてください。  
２．行っている介助作業の□にチェック（レ）を入れてください。該当する介助作業  

がない場合は、「その他」の項目に作業内容を書き込んで使用してください。  
３．「リスクの見積り」の該当する評価に○を付けてください。  

「リスク」は、その評価の一例として「リスクの見積り」において、ａ評価が２個

以上で「高」、ａ評価が１個含まれるか又は全てｂ評価で「中」、ｂとｃの評価の組

み合わせ又は全てｃ評価で「小」としています。該当するものに○を付けてくださ

い。  
〈チェックリスト記入例〉  

③リスクの見積り 

②介助作業 
具体的な 

作業内容 
作業 

姿勢 

重量 

負荷 
頻度／ 

作業時間

作業 

環境 
リスク 

a.  不良 a.  大 a. 頻繁 a.問題あり 高 

b.やや不良 b.  中 b. 時々 b.やや問題 中 

□着衣時の 

 移乗作業 

ベッド⇔車椅子 

ベッド⇔ポータブルトイレ 

車椅子⇔便座 

車椅子⇔椅子 

 

などの移乗介助 c.   良 c.  小 c.ほぼなし c.問題なし 低 

介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト 

 



 
〔事業者の皆様へ〕  
１ 介護作業者の皆様へ配布する際の留意事項  

チェックリストの氏名などの記入欄には職場名や氏名などの基本事項のほか、身長、体

重、年齢などの個人情報を含む記入欄を設けていますが、必ずしも全てを記入していただ

く必要はありません。これらは介護作業における腰痛対策を推進する際、必要に応じて記

入していただくために設けています。  
介護作業者の皆様にチェックリストを配布する際は、使用目的を明確にし、記入すべき

記入欄について理解を得ていただくよう配慮してください。  
 
２ 腰痛予防を推進するための対策について  

 介護作業者の腰痛予防を進めるため、「職場における腰痛予防対策指針－抜粋－」を添付

いたしましたので、対策を推進する際の資料としてご活用ください。  



【リスクの見積り】（例） 
〔作業姿勢〕  

作業姿勢  基準（内容の目安）  評 価  

大いに  
問題がある  

・前屈、中腰、坐位姿勢になる作業において、  
適切な作業姿勢ができていない。  

・腰をひねった姿勢を長く保つ作業がある。  
・不安定で無理な姿勢が強いられるなど。  

ａ 不良  

やや  
問題がある  

・前屈、中腰、坐位姿勢になる作業において、  
適切な作業姿勢を意識しているが十分に実践

できていない。  
ｂ やや不良  

ほとんど  
問題なし  

・適切な作業姿勢を実践している。  ｃ 良  

 
適切な作業姿勢（例）  適切でない作業姿勢（例）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



〔重量負荷〕  
重量負荷  基準（内容の目安）  評 価  

かなり大きい  
・要介護者または重量物を持ち上げるなどの作業  

において、介護作業者 1 人あたりの重量負荷が

20kg 以上になる。  
ａ 大  

やや大きい  
・要介護者または重量物を持ち上げるなどの作業  

において、介護作業者 1 人あたりの重量負荷はあ

るが 20kg 未満である。  
ｂ 中  

小さい  ・重量負荷はほとんどない  ｃ 小  

                     
〔作業頻度・作業時間〕  

頻 度  基準（内容の目安）  評 価  

頻繁にある  

・腰に負担のかかる動作が１時間あたり  
十数回になる。  

・腰に負担のかかる動作が数回程度連続する  
ことが切れ目なく続く。  

ａ 頻繁  

時々ある  

・腰に負担のかかる回数が１時間あたり数回  
程度である。  

・腰に負担のかかる動作が連続することが  
あるが、腰部に負担の少ない軽作業との  
組合せがある。  

ｂ 時々  

あまりない  ・腰に負担のかかる回数が１日に数回程度  ｃ ほぼなし

 
作業時間  基準（内容の目安）  評価  

時間がかかる  ・同一姿勢が 10 分以上続く作業がある  ａ 長い  

やや  
時間がかかる  

・同一姿勢が数分程度続く作業がある  ｂ やや長い

あまりない  ・同一姿勢が続くような作業はほとんどない  ｃ 短い  

 
〔作業環境〕  

作業環境  基準（内容の目安）  評価  

大いに  
問題がある  

・作業場所が狭い（作業場所が確保できない）、 
滑りやすい、段差や障害物がある、室温が適

切でない、作業場所が暗い、作業に伴う動作、

姿勢を考慮した設備の配置などがなされて

いない。  

ａ 問題あり

やや  
問題がある  

・対策が講じられてある程度問題は解決され  
いるが、十分ではない  ｂ やや問題

ほとんど  
問題はない  

・適度な作業空間がある、滑り転倒などの対策  
ができている、段差や障害物がない、適切な

室温が保たれている、適切な明るさである、

作業に伴う動作、姿勢を考慮した設備の配置

などが配慮されている。  

ｃ 問題なし

 
 



【リスク】（例） 
それぞれの介助作業でのレベル「ａ」、「ｂ」、「ｃ」の組合せによりリスクの程度を見

積り、リスク低減対策の優先度を決定します。次の表は、その一例です。  
リスク  評価の内容  評  価  

高 「ａ」の評価が２個以上含ま

れる  
腰痛発生リスクは高く優先的にリスク低減

対策を実施する。  

中 「ａ」の評価が 1 個含まれ

る、又は全て「ｂ」評価  
腰痛発生のリスクが中程度あり、リスク低減

対策を実施する。  

低 「ｂ」と「ｃ」の評価の組合

せ、又は全て「ｃ」評価  
腰痛発生のリスクは低いが必要に応じてリ

スク低減対策を実施する。  
 
 

 【リスクの見積り（例）及び 
介護作業者の腰痛対策チェックリストについて】 

  
ここで示した「リスクの見積もり」及び「介護作業者の腰痛対策チェックリス

ト」はリスクアセスメントの手法を踏まえて、その例として作成しました。  
施設などによって介護作業者の職場環境もそれぞれ異なること等から、必要に

応じて本票の例を参考に、皆様の施設などにあったリスクの見積り、チェックリ

ストを作成してください。  
職場環境などを踏まえて、評価基準の変更、リスクの見積りの点数化などの方

法もあります。  



 身長： 　　　　　　　  　   　　cm

【使用方法】

リスク

a 不良 a 大 a 頻繁 a 問題あり 高

b やや不良 b 中 b 時々 b やや問題 中

c 良 c 小 c ほぼなし c 問題なし 低

a 不良 a 大 a 頻繁 a 問題あり 高

b やや不良 b 中 b 時々 b やや問題 中

c 良 c 小 c ほぼなし c 問題なし 低

a 不良 a 大 a 長い a 問題あり 高

b やや不良 b 中 b やや長い b やや問題 中

c 良 c 小 c 短い c 問題なし 低

a 不良 a 大 a 長い a 問題あり 高

b やや不良 b 中 b やや長い b やや問題 中

c 良 c 小 c 短い c 問題なし 低

a 不良 a 大 a 頻繁 a 問題あり 高

b やや不良 b 中 b 時々 b やや問題 中

c 良 c 小 c ほぼなし c 問題なし 低

a 不良 a 大 a 頻繁 a 問題あり 高

b やや不良 b 中 b 時々 b やや問題 中

c 良 c 小 c ほぼなし c 問題なし 低

a 不良 a 大 a 頻繁 a 問題あり 高

b やや不良 b 中 b 時々 b やや問題 中

c 良 c 小 c ほぼなし c 問題なし 低

a 不良 a 大 a 頻繁 a 問題あり 高

b やや不良 b 中 b 時々 b やや問題 中

c 良 c 小 c ほぼなし c 問題なし 低

a 不良 a 大 a 頻繁 a 問題あり 高

b やや不良 b 中 b 時々 b やや問題 中

c 良 c 小 c ほぼなし c 問題なし 低

a 不良 a 大 a 頻繁 a 問題あり 高

b やや不良 b 中 b 時々 b やや問題 中

c 良 c 小 c ほぼなし c 問題なし 低

a 不良 a 大 a 長い a 問題あり 高

b やや不良 b 中 b やや長い b やや問題 中

c 良 c 小 c 短い c 問題なし 低

a 不良 a 大 a 頻繁 a 問題あり 高

b やや不良 b 中 b 時々 b やや問題 中

c 良 c 小 c ほぼなし c 問題なし 低

要介護者を支えながらの
歩行介助、車椅子での移
動介助

座位姿勢のとれる要介護
者の食事介助、ベッド脇で
の食事介助

褥瘡などの障害を予防す
るための体位変換、寝てい
る位置の修正、ベッドまた
は布団から要介護者を起
き上がらせる介助

要介護者の体を拭く介助，
衣服の脱着衣の介助、身
だしなみの介助など

③ 「リスクの見積り」の該当する評価に○を付けてください。「リスク」は、「リスクの見積り」の、それぞれの評価（a、ｂ、ｃ）においてａ評価が２個以
上で「高」、ａ評価が１個含まれるか又は全てｂ評価で「中」、ｂとｃの評価の組み合わせ又は全てｃ評価で「低」に○をつけてください。

④ 「リスクを低減するための対策例」を参考に対策を検討してください。

　①介護サービス：　□施設介護　／　□デイケアサービス　／　□在宅介護

②介助作業
④リスクを低減するための対策例

（概要）

③リスクの見積り

・介助用ベルト等の介護器具、手すりなどの設備を整
備する。
・極力要介護者を身体の近くで支える。
・動作に支障がないよう十分な広さを有する作業空間
を確保するなど。

□入浴介助 ・無理な姿勢や前屈，中腰姿
勢での洗身，洗髪などの介
助
・滑りやすい床で急に腰部に
力が入る動作 など

・移動式洗身台などの介助機器を導入する。手すり、
取っ手、機械浴のための設備の整備をする。
・浴槽、洗身台、シャワー設備などの配置は、介護者
の無用の移動をできるだけ少なくし、シャワーの高さ
などは、介護者の身長に適合したものとする。滑りにく
い踏み板などを使用する。
・極力要介護者を身体の近くで支える。
・体重の重い要介護者は、複数の者で介護するなど。

□トイレ介助 ・狭いトイレでの前屈や中腰
姿勢で要介護者の身体を持
ち上げたり、支えたりする介
助 など

トイレでの排泄に伴う脱着
衣、洗浄、便座への移乗な
どの介助

一般浴、機械浴における服
の脱着衣、入浴、身洗、洗
髪などの介助

介護作業者の腰痛予防対策チェックリスト

 職場名：  記入日：　　　　 　年　　　 月　 　　日

 氏名：  性別：　　男　・　女  年齢：　　    　　歳

 腰痛の有無：　　　　有　・　無

① 該当する介護サービスの□にチェック（レ）を入れてください。

② 行っている介助作業の□にチェック（レ）を入れてください。該当する介助作業がない場合は、「その他」の項目に作業内容を書き込んで使用してくださ
い。

リスクの要因例作業
姿勢

重量
負荷

頻度/
作業時間

作業
環境

体重：　　　　　　　　　　ｋｇ

 具体的な作業内容

・前屈や中腰姿勢での要介
護者の抱え上げ
・要介護者との距離が遠く、
不安定な姿勢での移乗 など

・リフト、スライディングボード等移乗介助に適した介
護機器を導入する。
・身体の近くで支え、腰の高さより上に持ち上げない。
背筋を伸ばしたり、身体を後ろに反らさない。
・体重の重い要介護者は、複数の者で介護する。
・中腰や腰をひねった姿勢の作業等は、小休止・休
息、他の作業との組合せ等を行なう。
・特定の介護者に作業が集中しないよう配慮するな
ど。

・介護者が服を握れないこと
での不安定な抱え上げ
・前屈や中腰姿勢での移乗
・手がすべるなどの不意な事
故で腰に力を入れる，ひねる
など

□移動介助 ・前屈や中腰姿勢、要介護者を
抱えての移動
・要介護者と介護者との体格の
不一致
・要介護者が倒れそうになること
で腰に力を入れる、ひねる など

□着衣時の
　 移乗介助

□非着衣時の
　 移乗介助

ベッド⇔車椅子
ベッド⇔ポータブルトイレ
車椅子⇔便座
車椅子⇔椅子
車椅子⇔ストレッチャー
などの移乗介助

要介護者が服を着ていな
い時の入浴、身洗、洗髪に
伴う移乗介助

□食事介助 ・体をひねったり、バランスの
悪い姿勢での介助
・長い時間に及ぶ同一姿勢
など

□体位変換 ・前屈や中腰姿勢で要介護
者を引いたり、押し上げた
り、持ち上げたりする介助 な
ど

□清拭介助
　整容・更衣
　介助

・体をひねったり、バランスの
悪い姿勢，前屈や中腰姿勢
での介助 など

□おむつ交換 ・前屈や中腰姿勢で要介護
者の身体を持ち上げたり、支
えたりする介助 など

ベッドや布団上でのおむつ
交換

・送迎車への車椅子の乗り
下ろし
・要介護者を抱きかかえての
移動、移乗 など

□生活援助 ・前屈や中腰姿勢での作業
・長い時間に及ぶ同一姿勢
など

送迎車への移乗、居宅か
ら送迎車までの移動など

調理、洗濯、掃除、買い物
など

□その他

・リフト等の介助機器、機械浴のための設備、入浴用
ベルトなどの介護器具を整備する。
・身体の近くで支え、腰の高さより上に持ち上げない。
背筋を伸ばしたり、身体を後ろに反らさない。
・体重の重い要介護者は、複数の者で介護する。
・中腰や腰をひねった姿勢の作業等では、小休止・休
息、他の作業との組合せなどを行なう。
・特定の介護者に作業が集中しないよう配慮するな
ど。

・杖、歩行具、介助用ベルト等の介護器具、手すりな
どの設備を整備する。
・体重の重い要介護者は、複数の者で介護する。
・通路及び各部屋に移動の障害となるような段差など
を設けないなど。

・椅子に座って要介護者の正面を向く。ベッド上では
膝枕の姿勢をとる。
・同一姿勢を長く続けないなど。

・ベッドは要介護者の移動が容易で高さ調整が可能な
ものを整備するとともに活用する。スライディングシー
トなどの介護機器を導入する。
・体重の重い要介護者は、複数の者で介護するなど。

・ベッドは高さ調整が可能なものを整備するとともに活
用する。
・極力要介護者を身体の近くで支える。
・中腰や腰をひねった姿勢の作業などでは、小休止・
休息、他の作業との組合せなどを行なうなど。

・ベッドは高さ調整が可能なものを整備するとともに活
用する。
・極力要介護者を身体の近くで支える。
・中腰や腰をひねった姿勢の作業等では、小休止・休
息、他の作業との組合せなどを行なうなど。

・体重の重い要介護者は、複数の者で介護する。
・極力要介護者を身体の近くで支える。
・通路及び各部屋に移動の障害となるような段差など
を設けないなど。

・腰に負担のかかりにくいモップなどの生活用品を使
用する。
・中腰や腰をひねった姿勢の作業などでは、小休止・
休息、他の作業との組合せなどを行なうなど。

□送迎業務



（別添） 

「職場における腰痛予防対策指針及びその解説－抜粋－」 

 

 

 

職場における腰痛予防対策指針 

１  はじめに 

職場における腰痛は、特定の業種のみならず多くの業種及び作業において見られる。 

これらの腰痛の発生の要因には、①腰部に動的あるいは静的に過度に負担を加える動作要因、

②腰部への振動、寒冷、床・階段での転倒等で見られる環境要因、③年齢、性、体格、筋力等

の違い、椎間板ヘルニア、骨粗しょう症等の既往症又は基礎疾患の有無及び精神的な緊張度等

の個人的要因があり、これら要因が重なり合って発生する。 

職場における腰痛を予防するためには、作業管理、作業環境管理、健康管理及び労働衛生教

育を適切に行うことによって腰痛の発生の要因の排除又は軽減に努めるとともに、労働者の健

康の保持増進対策を進めることが必要であることから、本指針は、これらの事項について具体

的に示すものである。 

各事業場においては、本指針に掲げられた腰痛の基本的な予防対策を踏まえ、各事業場の作

業の実態に即した対策を講ずる必要がある。 

なお、本指針では、腰痛の発生を減少させるため、一般的な腰痛の予防対策を示した上で、

腰痛の発生が比較的多い次の５作業についての作業態様別の基本的な対策を別紙により示し

た。 

 (1) 重量物取扱い作業 

 (2) 重症心身障害児施設等における介護作業 

 (3) 腰部に過度の負担のかかる立ち作業 

 (4) 腰部に過度の負担のかかる腰掛け作業・座作業 

 (5) 長時間の車両運転等の作業 

２  作業管理 

 (1)  自動化、省力化 

腰部に著しい負担のかかる作業を行わせる場合には、作業の全部又は一部を自動化又は機

械化し、労働者の負担を軽減することが望ましいが、それが困難な場合には、適切な補助機

器等を導入すること。 

 (2)  作業姿勢、動作 

労働者に対し、次の事項に留意させること。 

イ  腰部に負担のかかる中腰、ひねり、前屈、後屈ねん転等の不自然な姿勢をなるべく取ら

ないようにすること。このため、正面を向いて作業が行えるよう作業台等の高さ、労働者



と作業台等との対面角度の調節等を行うこと。また、不自然な姿勢を取らざるを得ない場

合には、適宜、身体を保持する台等を使用すること。 

ロ  立位、椅座位等において、同一姿勢を長時間取らないようにすること。 

ハ  腰部に負担のかかる動作を行うに当たっては、姿勢を整え、かつ、急激な動作を避ける

こと。 

ニ  持ち上げる、引く、押す等の動作は、膝を軽く曲げ、呼吸を整え、下腹部に力を入れな

がら行うこと。 

ホ  勁部又は腰部の不意なひねりを可能な限り避け、動作時には、視線も動作に合わせて移

動させること。 

 (3)  作業標準等 

    イ  作業標準の策定 

腰部に過度の負担のかかる作業については、腰痛の予防のため、次の事項に留意して作

業標準を策定すること。また、新しい機器、設備等を導入した場合には、その都度、作業

標準を見直すこと。 

(イ) 作業時間、作業量、作業方法、使用機器等を示すこと。なお、作業時間、作業量等の

設定に際しては、作業内容、取り扱う重量、自動化等の状況、補助機器の有無、作業に

従事する労働者の数、性別、体力、年齢、経験等に配慮すること。 

(ロ) 不自然な姿勢を要する作業や反復作業等を行う場合には、他の作業と組み合わせる等

により当該作業ができるだけ連続しないようにすること。また、作業時間中にも適宜、

小休止・休息が取れるようにすることが望ましい。 

    ロ  その他 

(イ) コンベヤー作業等作業速度が機械的に設定されている作業を行わせる場合には、労働

者の身体的な特性と体力差を考慮して、適正な作業速度にすること。 

(ロ) 夜勤、交替制勤務及び不規則勤務にあっては、作業量が昼間時における同一作業の作

業量を下回るよう配慮すること。 

 (4)  休憩 

イ 腰部に著しい負担のかかる作業を行わせる場合には、横になって安静を保てるよう十分

な広さを有する休憩設備を設けるよう努めること。 

ロ  休憩設備の室内温度を、筋緊張が緩和できるよう調節することが望ましい。 

(5)  その他 

イ  腰部に著しい負担のかかる作業を行わせる場合には、腹帯等適切な補装具の使用も慮す

ること。 

ロ  作業時の靴は、足に適合したものを使用させること。腰部に著しい負担のかかる作業を

行う場合には、ハイヒールやサンダルを使用させないこと。 

３  作業環境管理 

  (1) 温度 



屋内作業場において作業を行わせる場合には、作業場内の温度を適切に保つこと。また、

低温環境下において作業を行わせる場合には、保温のための衣服を着用させるとともに、適

宜、暖が取れるよう暖房設備を設けることが望ましい。 

(2)  照明 

作業場所、通路、階段、機械類等の形状が明瞭にわかるように適切な照度を保つこと。 

 (3)  作業床面 

作業床面はできるだけ凹凸がなく、防滑性、弾力性、耐衝撃性及び耐へこみ性に優れたも

のとすることが望ましい。 

 (4)  作業空間 

動作に支障がないよう十分な広さを有する作業空間を確保すること。 

 (5)  設備の配置等 

作業を行う設備、作業台等については、作業に伴う動作、作業姿勢等を考慮して、形状、

寸法、配置等に人間工学的な配慮をすること。 

４  健康管理 

 (1)  健康診断 

重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対

しては、当該作業に配置する際（再配置する場合を含む。以下同じ。）及びその後６月以内

ごとに１回、定期に、次のとおり医師による腰痛の健康診断を実施すること。 

    イ  配置前の健康診断 

配置前の労働者の健康状態を把握し、その後の健康管理の基礎資料とするため、配置前

の健康診断の項目は、次のとおりとすること。 

     (イ) 既往歴（腰痛に関する病歴及びその経過）及び業務歴の調査 

(ロ) 自覚症状（腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等）の有無の検査 

(ハ) 脊柱の検査：姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、

脊椎棘突起の圧痛等の検査 

(ニ) 神経学的検査：神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋萎縮等の検査 

     (ホ) 脊柱機能検査：クラウス・ウェーバーテスト又はその変法（腹筋力、背筋力等の機能

のテスト） 

     (ヘ) 腰椎のＸ線検査：原則として立位で、２方向撮影（医師が必要と認める者について行

うこと。） 

    ロ  定期健康診断 

     (イ) 定期に行う腰痛の健康診断の項目は、次のとおりとすること。 

        ａ  既往歴（腰痛に関する病歴及びその経過）及び業務歴の調査 

        ｂ  自覚症状（腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等）の有無の検査 



(ロ) (イ)の健康診断の結果、医師が必要と認める者については、次の項目についての健康

診断を追加して行うこと。この場合、(イ)の健康診断に引き続いて実施することが望

ましい。 

        ａ  脊柱の検査：姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧

痛、脊椎棘突起の圧痛等の検査 

        ｂ  神経学的検査：神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、徒手筋力テスト、筋萎縮等

の検査（必要に応じ、心因性要素に関わる検査を加えること。） 

        ｃ  腰椎のＸ線検査（医師が必要と認める者について行うこと。） 

        ｄ  運動機能テスト（医師が必要と認める者について行うこと。） 

    ハ  事後措置 

腰痛の健康診断の結果、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、作業

方法等の改善、作業時間の短縮等必要な措置を講ずること。 

 (2)  作業前体操、腰痛予防体操 

    イ  作業前体操の実施 

腰痛の予防を含めた健康確保の観点から、次のとおり作業前体操を実施すること。 

     (イ) 始業時に準備体操として行うこと。 

     (ロ) 就業中に新たに腰部に過度の負担のかかる作業を行う場合には、当該作業開始前に下

肢関節の屈伸等を中心に行うこと。 

なお、作業終了時においても、必要に応じ、緊張した筋肉をほぐし、血行を良くする

ための整理体操として行うこと。 

    ロ  腰痛予防体操の実施 

重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に

対し、適宜、腰痛予防を目的とした腰痛予防体操を実施すること。 

腰痛予防体操には、①関節可動体操、②軟部組織伸展体操、③筋再建体操の３種があり、

実施に当たっては、その目的に合ったものを選択すること。 

 

５  労働衛生教育等 

 (1)  労働衛生教育 

重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者につ

いては、当該作業に配置する際及び必要に応じ、腰痛の予防のための労働衛生教育を実施す

ること。 

当該教育の項目は次のとおりとし、その内容は受講者の経験、知識等を踏まえ、それぞれ

のレベルに合わせて行うこと。 

    ①  腰痛に関する知識 

    ②  作業環境、作業方法等の改善 

    ③  補装具の使用方法 



    ④  作業前体操、腰痛予防体操 

なお、当該教育の講師としては、腰痛の予防について十分な知識と経験を有する者が適

当であること。 

 (2)  その他 

腰痛を予防するためには、職場内における対策を進めるのみならず、労働者の日常生活に

おける健康の保持増進が欠かせない。このため、産業医等の指導の下に、労働者の体力や健

康状態を把握した上で、バランスのとれた食事、睡眠に対する配慮等の指導を行うことが望

ましい。 

 

別紙  作業態様別の対策 

Ⅰ  重量物取扱い作業 

重量物を取り扱う作業を行わせる場合には、単に重量制限のみを守るのではなく、取扱い回

数等作業密度を考慮し、適切な作業時間、人員の配置等に留意しつつ、次の対策を講ずること。 

(1)  自動化、省力化 

イ  重量物取扱い作業については、適切な自動装置、台車の使用等により人力の負担を軽減

することを原則とすること。なお、作業の自動化が困難な場合は、適切な装置、器具等を

使用して、できるだけ人力の負担を軽減すること。 

ロ  人力による重量物取扱い作業が残る場合には、作業速度、取扱い物の重量の調整等によ

り、腰部に過度の負担がかからないようにすること。 

(2)  重量物の取扱い重量 

イ  満 18 歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う重量は、55kg 以下にすること。 

また、当該男子労働者が、常時、人力のみにより取り扱う場合の重量は、当該労働者の

体重のおおむね 40%以下となるように努めること。 

ロ  (1)の重量を超える重量物を取り扱わせる場合には、2 人以上で行わせるように努め、

この場合、各々の労働者に重量が均一にかかるようにすること。 

(3)  荷姿の改善、重量の明示等 

イ  荷物は、かさばらないようにし、かつ、適切な材料で包装し、できるだけ確実に把握す

ることのできる手段を講じて、取扱いを容易にすること。 

ロ  できるだけ取り扱う物の重量を明示すること。 

ハ  著しく重心の偏っている荷物については、その旨を明示すること。 

ニ  手カギ、吸盤等補助具の活用を図り、持ちやすくすること。 

(4)  作業姿勢、動作 

労働者に対し、次の事項に留意させること。重量物を取り扱うときは急激な身体の移動を

なくし、かつ、身体の重心の移動を少なくする等できるだけ腰部に負担をかけない姿勢で行

うことを原則とすること。 

このため次の事項に留意すること。 



イ  できるだけ身体を対象物に近づけ、重心を低くするような姿勢を取ること。 

ロ  はい付け又ははいくずし作業においては、できるだけはいを肩より上で取り扱わないこ

と。 

ハ  床面等から荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降

ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにすること。 

ニ  腰をかがめて行う作業を排除するため、適切な高さの作業台等を利用すること。 

ホ  荷物を持ち上げるときは呼吸を整え、腹圧を加えて行うこと。 

ヘ  荷物を持った場合には、背を伸ばした状態で腰部のひねりが少なくなるようにするこ

と。 

(5)  取扱い時間 

イ  取り扱う物の重量、取り扱う頻度、運搬距離、運搬速度等作業の実態に応じ、小休止・

休息をとる、他の軽作業と組み合わせる等により、重量物取扱い時間を軽減すること。 

ロ  単位時間内における取扱い量を、労働者に過度の負担とならないよう適切に定めるこ

と。 

(6)  その他 

腹圧を上げるため、必要に応じ、腰部保護ベルト、腹帯等を使用させること。 

 

II  重症心身障害児施設等における介護作業 

重症心身障害児施設等で、入所児、入所者等（以下「入所児等」という。）の介護を行わせ

る場合には、姿勢の固定、中腰で行う作業や重心移動等の繰り返し、重量の負荷等により、労

働者に対して腰部に静的又は動的に過重な負担が持続的に、又は反復して加わることがあり、

これが腰痛の大きな要因となる。このため、次の措置を講ずることにより、作業負担の軽減を

図ること。 

なお、肢体不自由児施設、特別養護老人ホーム等における介護に係る腰痛の予防についても、

次の措置に準じ、実情に応じた対策を講ずるよう努めること。 

 (1)  作業姿勢、動作 

中腰で行う作業や腰をひねった姿勢を長く保つ作業等を行わせる場合には、適宜小休止・

休息をとる、他の作業と組み合わせる等により、同一姿勢を長時間続けないようにさせるこ

と。 

    イ  介護の方法 

介護のために入所児等を床面又はベッドからかかえた状態で作業を行わせるときの作

業姿勢は Iによること。また、体重の重い入所児等の体位の変換、移動等は、複数の者で

行わせること。 

    ロ  食事介助の方法 

食事の介助を行う者に対しては、ベッドに横座りすることを避け、椅子に座って入所児

等に正面を向くか、ベッド上でいわゆる膝まくらの姿勢を取らせること。ただし、同一の



姿勢を長く続けさせないこと。 

(2)  作業標準 

使用機器、作業方法等に応じた作業標準を策定すること。また、作業標準には、入所児等

の身体等の状態別、作業の種類別の作業手順、役割分担、作業場所等についても明記するこ

と。 

 (3)  介護者の適正配置 

介護者の数は、施設の構造、勤務体制、療育内容及び入所児等の心身の状況に応じた適正

なものとするよう努めること。 

なお、やむを得ない理由で、一時的に繁忙な事態が生じた場合は、介護者の配置を随時変

更する等により、腰部負担の大きい業務が特定の介護者に集中しないように十分配慮するこ

と。 

 (4)  施設及び設備の構造等の改善 

不適切な施設及び設備は、作業姿勢に密接に関係するので、適切な介護設備、機器等の導

入を図るとともに、介護に関連した業務を行うために必要な施設、機器等についても適切な

ものを整備すること。 

また、作業姿勢を適正化するため、実際の作業状況を検討し、次の改善を図ること。 

    イ  室の構造等 

入所児等の移送は、できるだけストレッチャーによって行うようにし、通路及び各部屋

にはストレッチャーの移動の障害となるような段差等を設けないこと。 

    ロ  浴槽の構造等 

(イ) 浴槽、洗身台、シャワー設備等の配置は、介護者の無用の移動をできるだけ少なくす

るようなものとすること。 

(ロ) 浴槽の縁、洗身台及びシャワーの高さ等は、介護者の身長に適合するものとすること。

なお、これらの高さが適切でないこととなる介護者に対しては、滑りにくい踏み板等を

使用させることも考慮すること。 

     (ハ) 移動式洗身台、ローラコンベヤー付き洗身台、移動浴槽、リフト等の介助機器の導入

を図ること。 

    ハ  ベッドの構造等 

ベッドの高さは、入所児等の身体状況等も考慮し、介護者の身長に適合するものとする

こと。 

なお、これらの高さが適切でないこととなる介護者に対しては、履物、踏み板等を使用

させることも考慮すること。 

    ニ  付帯設備等 

介護中に利用できる背もたれのある椅子や堅めのソファー等を適宜配置し、くつろいで

座れるようにすること。また、介護に必要な用具等は、出し入れしやすい場所に収納する

こと。 



    ホ  休憩 

休憩設備は、労働者の数及び勤務体制を考慮し、利用に便利で、かつ、くつろげるもの

とすることが望ましい。 

 (5)  その他 

      腹圧を上げるため、必要に応じ、腰部保護ベルト、腹帯等を使用させること。 

 

III  腰部に過度の負担のかかる立ち作業 （略） 

IV  腰部に過度の負担のかかる腰掛け作業・座作業 （略） 

V  長時間の車両運転等の作業 （略） 

 



「別紙  作業態様別の対策」について 

I  重量物取扱い作業 （略） 

 

II  重症心身障害児施設等における介護作業 

 (1)  作業姿勢、動作 

イ  立位から床上にいる人を抱え上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げてしゃが

むように抱え（図ａ）、この姿勢から膝を伸ばすようにすることによって持ち上げる。両

膝を伸ばしたまま上体を下方に曲げる姿勢（図ｂ）を取らないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

    ロ  立位で人を抱え、身体の前方で保持する場合には、できるだけ身体の近くで支え（図ａ）、

腰の高さより上に持ち上げないようにする（図ｂ）。また、背筋を伸ばしたり、身体を後

に反らしたりしないようにする（図ｃ）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (2)  作業標準 

介護に係る作業標準は、画一的なものにならないよう、それぞれの作業条件を勘案して策

定する。 

なお、新しい機器や設備を導入したり、入所児等、作業内容等に変更があった場合には、

その都度、作業標準の見直しを行う必要がある。 

長時間にわたり不自然な姿勢で介護を行うことは腰部に負担をかけることとなる。したが

って、介護者の役割分担を明確に示し、併せて時間管理等を行うことにより、作業をしなが

ら日誌を書く、食事の介助をしながら自分の食事を取る等２つ以上の行為を同時に行うこと

がないように配慮した作業標準を策定する必要がある。 

 (3)  施設及び設備の構造等の改善 



介護設備、機器等の導入に当たっては、人間工学や労働衛生等の専門家の意見を聴き、

ベッド、浴槽、トイレ、洗身台、介護室・居室、作業室、医務室、調理場、施設への出入

口、連絡道、床面の材質、段差等について点検し、安全衛生面のみならず使いやすさを追

及した施設・設備の改善を図ることが望ましい。 

また、ベッドは入所児等の移動が容易で高さの調整が可能なものとする。 

「介護に関連した業務を行うために必要な施設、機器等についても適切なものを整備す

る」とは、介護者が行う介護に関連した業務を行うための設備、例えば、事務、会議等を

行うため、必要に応じ、十分な広さの机・背もたれのある椅子等を整備することをいう。 

「介護に必要な用具等」とは、生活用品、寝具、医療器具、介護器具、教材、遊具等を

いう。 

 

III  腰部に過度の負担のかかる立ち作業 （略） 

IV  腰部に過度の負担のかかる腰掛け作業・座作業（略） 

V  長時間の車両運転等の作業 （略） 

参考１・２（腰痛健康診断問診票・腰痛健康診断個人票） （略） 

参考３  作業前体操 例１  立って行う体操 （略） 

例２  椅子に腰かけて行う体操 （略） 

例３  床上で行う体操（ウイリアムスの運動） （略） 

参考４  腰痛予防体操（例） （略）

 

http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-35/hor1-35-10-1-32.html
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